
明
治
年
間
に
陸
軍
が
作
成
し
た
看
護
教
科
書
を
大
別
す
る
と
、
看
護
要
員
全
般
用
、
看
護
卒
用
（
兵
用
）
、
看
護
長
用
（
下
士
官
用
）
の
三
種

類
で
あ
る
。
看
護
卒
用
と
看
護
長
用
は
教
育
コ
ー
ス
の
設
置
と
時
期
を
同
じ
く
し
て
作
成
さ
れ
た
。

今
回
は
そ
の
看
護
シ
ス
テ
ム
の
う
ち
、
技
術
の
部
分
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

一
般
に
、
組
織
が
あ
る
技
術
レ
ベ
ル
を
保
有
す
る
た
め
に
は
、
組
織
内
要
員
全
員
が
同
じ
レ
ベ
ル
の
技
術
を
習
得
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
の
た
め
近
代
管
理
で
は
統
一
し
た
技
術
教
科
書
と
教
育
制
度
を
整
備
す
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
明
治
期
の
陸
軍
は
そ
の
二
つ
の
項

目
を
何
時
、
ど
の
よ
う
な
内
容
で
確
立
し
た
か
を
検
討
し
た
。

（
２
）

一
陸
軍
看
護
教
科
書
の
整
備

（
１
）

告
し
た
。

陸
軍
は
明
治
六
年
か
ら
明
治
九
年
に
か
け
て
、
新
し
い
看
護
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
た
が
、
そ
れ
が
近
代
看
護
制
度
で
あ
る
こ
と
を
前
に
報

は
じ
め
に

明
治
期
の
陸
軍
看
護
技
術

祀
難
鋒
鐵
葬
鐡
曝
籠
平
成
五
年
十
二
月
一
日
受
付

黒

澤
嘉
幸
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本
書
の
原
本
は
オ
ラ
ン
ダ
の
軍
医
フ
ァ
ン
・
ジ
ュ
エ
ル
、
フ
ァ
ン
・
エ
セ
ル
氏
の
共
著
で
あ
る
。

明
治
七
年
、
大
阪
鎮
台
病
院
の
軍
医
、
堀
内
利
国
、
明
石
退
蔵
、
副
島
仲
謙
、
山
上
兼
善
、
人
見
元
常
、

さ
れ
た
。
明
治
八
年
、
陸
軍
省
は
こ
れ
を
刊
行
し
配
付
し
た
。

当
時
、
日
本
で
出
版
さ
れ
た
看
護
の
本
に
は
次
の
よ
う
な
著
書
が
あ
る
。

（
４
）

看
護
心
得
（
太
田
雄
寧
、
明
治
十
年
刊
行
）

（
一
ひ
）

看
病
要
法
（
ウ
イ
リ
ア
ム
・
ア
ン
デ
ル
ソ
ン
、
明
治
十
二
年
）

Ｈ
看
護
要
員
全
般
用

陸
軍
病
院
扶
卒
須
知

口
看
護
卒
用
（
兵
用
）

陸
軍
看
病
卒
教
科
書
（
明
治
．

陸
軍
看
護
卒
教
科
書
（
明
治
．

陸
軍
看
護
学
修
業
兵
教
科
書

日
看
護
長
用
（
下
士
官
用
）

陸
軍
看
護
学
教
程
（
明
治
三
‐

看
護
学
教
程
（
明
治
三
十
六
桂

看
病
要
法
（
ウ
イ
リ
ァ
ム
・
ア
ン
デ
ル

（
６
）

看
病
学
（
安
藤
義
松
、
明
治
二
十
二
年
）

明
治
八
年
制
定
。

（
３
）

二
陸
軍
病
院
扶
卒
須
知

（
明
治
三
十
六
年
制
定
）

（
明
治
三
十
年
制
定
）

（
明
治
十
七
年
制
定
）

（
明
治
十
九
年
改
訂
）

垂
科
害
（
明
治
二
十
三
年
改
訂
）

大
久
保
常
成
等
に
よ
っ
て
翻
訳
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日
外
科
学

創
傷
検
査
、

浴
法
、
パ
ッ
ー

臼
証
、
腸
へ
川

四
包
帯
学

芦
Ｉ
）

日
本
赤
十
字
社
看
護
学
校
教
程
（
足
立
寛
明
治
二
十
九
年
）

（
８
）

看
病
の
心
得
（
平
野
藤
、
明
治
二
十
九
年
）

普
通
看
病
学
（
佐
伯
理
一
郎
、
明
治
二
十
九
年
）

実
地
看
護
法
（
大
関
和
、
明
治
四
十
一
年
）

こ
の
う
ち
、
太
田
雄
寧
の
看
護
心
得
は
極
め
て
簡
略
で
教
科
書
的
と
は
言
い
難
い
。

看
病
要
法
は
海
軍
の
看
護
教
科
書
で
あ
る
。
扶
卒
須
知
と
内
容
が
き
わ
め
て
類
似
し
て
い
る
。
ウ
イ
リ
ア
ム
・
ア
ン
デ
ル
ソ
ン
は
英
国
の

セ
ン
ト
・
ト
マ
ス
病
院
に
勤
務
し
て
い
た
医
師
で
海
軍
に
招
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
近
代
看
護
に
つ
い
て
か
な
り
の
知
識
を
持
っ
た
技

術
者
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
陸
軍
病
院
扶
卒
須
知
は
日
本
に
と
っ
て
、
も
っ
と
も
先
駆
的
な
看
護
教
科
書
と
い
い
う
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

’
Ｊ
１
、
ノ
４
４
１
ノ
、
二
才
｜

扶
卒
の
心
構
え
、

Ｈ
解
剖
学

骨
、
関
節
、

口
衛
生
学

そ
の
内
容
の
大
略
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

検
査
、
第
一
救
助
（
包
帯
等
）
、
運
搬
、
救
急
、
大
包
帯
所
勤
務
、
野
営
病
院
勤
務
、
ひ
る
に
よ
る
吸
血
、
吸
角
、
擦
剤
、
発
泡
膏
、

パ
ッ
プ
、
芥
子
泥
、
蒸
剤
、
外
科
手
術
の
補
助
、
包
帯
法
、
換
褥
、
洗
浄
、
医
薬
用
法
、
病
証
注
意
、
刺
絡
の
補
助
、
骨
折
証
、
脱

腸
ヘ
ル
ニ
ア
。

筋
、
血
脈
、
脳
背
髄
。
骨
、
関
節
、
筋
は
記
述
が
精
細
で
あ
る
。

病
室
の
換
気
、
暖
炉
、
瘻
蒸
方
法
、
患
者
の
清
拭
、
お
む
つ
の
取
扱
、
換
褥
、
褥
瘡
、
伝
染
病
予
防
。
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回
救
急
諸

卒
中
、
め
生

傷
仮
死
、
執
群

向
中
毒
証

陸
軍
省
は
、
明
治
六
年
に
、
国
内
を
一

併
し
て
師
団
を
構
成
し
、
戦
に
臨
む
こ
‐

力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。

明
治
八
年
、
一
等
看
病
人
は
職
務
の
余
暇
、
二
等
看
病
人
以
下
に
看
護
の
方
法
を
教
育
す
る
よ
う
義
務
づ
け
ら
れ
た
。

そ
の
課
目
は
三
角
包
帯
用
法
、
包
帯
製
作
法
、
挟
の
う
内
の
器
械
名
称
、
包
帯
術
、
調
剤
器
械
、
薬
種
秤
量
、
調
剤
術
、
内
科
患
者
看
護

法
、
外
科
患
者
看
護
法
、
患
者
運
輸
法
、
戦
地
患
者
看
護
、
其
の
他
軍
一
般
に
関
す
る
知
識
で
あ
っ
た
。

教
科
書
は
陸
軍
病
院
扶
卒
須
知
を
用
い
た
。

(二） Ｈ
教
育
方
法

包
帯
の
種
類
、

回
救
急
諸
病

化）鉱

箸惚
こ
の
時
期
に
は
集
合
教
育
の
課
程
を
設
置
す
る
に
い
た
ら
な
か
っ
た
。

（
９
）

三
明
治
六
年
か
ら
明
治
十
六
年
ま
で
の
看
護
教
育

（
Ⅱ
）

検
閲 め

ま
い
、
日
射
病
、
鼻
血
、
咳
血
、
油
痛
、
コ
レ
ラ
、
て
ん
か
ん
、
火
薬
傷
、
挫
傷
、
仮
死
、
溺
水
仮
死
、
有
毒
ガ
ス
仮
死
、
東

熱
射
病
仮
死
、
縊
死
（
仮
死
）
。

揮
発
油
、
ガ
ス
、
植
物
性
、
動
物
性
。

明
治
六
年
に
、
国
内
を
六
軍
管
区
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
鎮
台
を
置
い
た
。
こ
の
鎮
台
は
戦
時
に
は
、
二
個
の
鎮
台
が
合

構
成
し
、
戦
に
臨
む
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
鎮
台
は
す
べ
て
が
同
じ
技
術
レ
ベ
ル
を
持
っ
て
い
な
い
と
、
強
い

使
用
法
、
製
法
。
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検
閲
使
職
務
条
例
に
指
定
さ
れ
た
看
病
人
、
看
病
卒
の
検
閲
課
目
は
別
表
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
表
の
う
ち
、
一
等
看
病
人
の
課
目
は

医
官
と
共
通
で
あ
っ
た
。
当
時
、
一
等
君
病
人
は
軍
医
試
補
に
昇
任
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
検
閲
成
績
は
本
人
だ
け
で
な
く
、
部
隊
の
評
価
に
も
な
る
の
で
、
各
隊
と
も
そ
の
対
策
に
力
を
入
れ
た
。
看
病
人
、
看
病
卒
の
教
育

を
行
う
病
院
で
も
同
様
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
、
明
治
十
四
年
一
月
、
軍
医
本
部
か
ら
陸
軍
卿
大
山
巌
宛
上
申
し
た
「
当

（
Ⅱ
）

部
移
転
並
二
講
習
所
相
設
度
儀
二
付
伺
」
の
文
言
が
残
っ
て
い
る
。

「
当
部
邸
内
是
迄
医
官
看
病
人
看
病
卒
講
習
所
無
之
二
付
院
内
空
病
室
ヲ
以
テ
講
習
致
シ
来
リ
候
得
共
僅
カ
ニ
病
者
増
加
ス
ル
ト
キ
ハ
不

得
止
講
習
休
止
仕
候
故
ヲ
以
テ
医
官
看
病
人
看
病
卒
技
術
之
進
歩
閾
渉
シ
従
来
不
都
合
不
紗
候
然
ル
処
先
般
元
御
雇
蘭
医
へ
ウ
ケ
マ
氏
二
御

貸
渡
シ
相
成
居
候
邸
内
家
屋
一
棟
方
今
空
室
相
成
候
ニ
付
軍
医
本
部
ヲ
右
一
棟
二
相
移
シ
是
迄
軍
医
本
部
二
用
上
来
候
場
所
ヲ
軍
医
並
看
病

人
看
病
卒
学
術
講
習
所
二
致
シ
度
此
段
相
伺
候
也
」
。

（
胆
）

な
お
、
明
治
三
十
二
年
陸
軍
医
務
局
は
衛
生
部
下
士
官
以
下
の
教
育
法
と
し
て
次
の
こ
と
を
定
め
た
。

病
院
等
は
看
護
長
、
看
護
手
等
に
対
し
本
科
（
所
定
の
教
科
書
）
、
特
科
（
医
学
、
薬
学
）
の
教
育
を
行
い
、
本
科
は
年
二
回
、
応
問
、
対
策
、

試
術
に
分
け
て
試
験
を
実
施
し
、
そ
の
成
績
表
を
軍
医
部
長
に
提
出
す
る
。

こ
の
よ
う
な
技
術
の
平
準
化
を
促
進
す
る
た
め
、
陸
軍
省
は
明
治
八
年
六
月
検
閲
使
職
務
条
例
を
制
定
し
た
。
全
国
に
三
人
の
検
閲
使
を

置
き
、
分
担
す
る
地
域
の
鎮
台
、
部
隊
等
を
検
閲
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

検
閲
の
内
容
は
、
軍
紀
、
風
紀
、
装
備
、
教
育
、
出
師
準
備
、
内
務
、
医
務
衛
生
な
ど
広
般
に
わ
た
っ
て
い
た
が
、
特
に
重
要
視
し
た
の

は
学
術
検
査
で
あ
っ
た
。
学
術
の
内
容
は
、
勤
務
に
必
要
な
教
科
書
の
理
解
、
実
技
な
ど
で
あ
っ
た
。
な
お
、
士
官
は
す
べ
て
数
学
が
対
象

学
術
検
査
は
、

よ
う
に
な
っ
た
。

に
含
ま
れ
て
い
た
。

軍
人
全
員
を
対
象
と
し
、
そ
の
検
査
結
果
は
昇
任
に
大
き
な
影
響
を
あ
た
え
た
の
で
、
各
隊
と
も
そ
の
教
育
に
力
を
注
ぐ
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看
護
教
育
の
課
程
を
設
け
、
集
合
教
育
を
実
施
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
明
治
十
六
年
以
降
で
あ
る
。

そ
の
主
な
も
の
は
看
護
卒
採
用
時
の
集
合
教
育
と
下
士
官
候
補
者
の
集
合
教
育
で
あ
っ
た
。

Ｈ
看
護
学
修
業
兵
教
育

別表衛生(看護)学術検査ＩＬｊｌＩ

年度

明治

課
二三等看病人一等看病人

|課目

、
１
，
Ｊ
〆

（
１
）

程
教
育

誰義 歩兵内務書中病室に関する件8

扶卒須知

包帯

報告文

扶卒須知

包帯

報告文

応
試
作

問
術
文

1，

1乙

扶卒須知

包帯術・救急法

作文

扶卒須知

包帯術・救急法

作文

誰
試
作

義
術
文

1Q
LJ

扶卒須知

包帯術・救急法

応
試
対
作

問
術
策
文

生理学

健康体理学的検査

外科病医案

14

患者容体害

扶卒須知

包帯

応
試
対
作

案

科
医

学
外
病

理
陣
科

生
軍
外

問
術
策
文

15

｜’ 患者容体書
’

看護卒：専門技術の検閲
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明
治
十
六
年
か
ら
制
定
さ
れ
、
課
目
等
は
逐
次
改
正
さ
れ
た
。

徴
兵
に
よ
る
入
隊
者
か
ら
選
抜
し
、
六
カ
月
教
育
し
、
看
護
手
（
上
等
兵
）
と
す
る
。
明
治
四
十
二
年
教
育
期
間
は
八
カ
月
と
な
っ
た
。

明
治
十
六
年
制
定
時
の
課
目
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

柔
軟
体
操
、
歩
兵
教
練
、
人
体
構
造
の
概
略
、
看
護
手
の
背
の
う
内
容
品
の
用
法
、
三
角
包
帯
用
法
、
包
帯
、
撒
糸
の
製
造
、
包
帯
術
、

看
護
法
、
治
療
介
輔
法
（
伝
染
病
看
護
法
）
、
救
急
法
、
患
者
運
搬
法
、
調
剤
法
大
意
。

明
治
四
十
二
年
、
課
目
は
次
の
よ
う
に
改
正
さ
れ
た
。

勅
諭
、
軍
隊
内
務
書
の
摘
要
、
野
外
要
務
令
の
摘
要
、
衛
生
勤
務
の
大
要
、
人
体
の
構
造
及
び
そ
の
作
用
、
救
急
法
及
び
衛
生
法
大
意
、

損
傷
及
び
疾
病
そ
の
第
一
救
護
法
、
患
者
輸
送
。
病
院
の
看
護
勤
務
、
赤
十
字
条
約
の
大
意
。

（
術
科
）
包
帯
法
、
救
急
法
、
清
潔
法
及
び
消
毒
法
、
天
幕
建
設
法
、
担
架
術
、
調
剤
法
、
按
摩
術
、
器
械
の
手
入
。

主
に
看
護
手
（
上
等
兵
）
の
一
定
期
間
勤
務
者
を
集
合
し
、
下
士
候
補
者
と
し
て
教
育
す
る
。

教
育
期
間
は
明
治
三
十
二
年
制
定
時
五
カ
月
、
明
治
四
十
二
年
制
定
時
六
カ
月
と
な
っ
た
。

課
目
は
明
治
三
十
二
年
制
定
時
、
看
護
学
、
調
剤
学
、
明
治
四
十
二
年
改
定
時
次
の
よ
う
に
な
っ
た
。

衛
生
勤
務
学
、
人
体
の
構
造
及
び
そ
の
作
用
、
損
傷
及
び
疾
病
、
そ
の
第
一
救
護
法
、
包
帯
術
患
者
輸
送
、
病
院
の
看
護
勤
務
。
伝
染

病
毒
の
滅
却
及
び
除
去
、
按
摩
術
、
担
架
術
、
調
剤
法
、
包
帯
材
料
、
各
種
器
械
の
名
称
及
び
解
説
、
戦
用
衛
生
材
料
、
器
械
の
保
全
及
び

手
入
方
法
。

教
科
書
は
前
述
し
た
看
護
卒
（
看
病

口
陸
軍
衛
生
部
下
士
候
補
者
教
育

（
術
科
）
包
帯
法
、
救
急
法
、
清
潔
和

（
病
院
付
）
病
室
、
手
術
室
、
薬
室
。

（
隊
付
）
医
務
室
、
中
隊
、
野
外
衛
生
。

（
看
病
卒
）
用
を
用
い
た
。
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陸
軍
看
護
技
術
も
、
そ
の
影
響
を
う
け
て
、
一
般
社
会
に
比
較
し
て
、
早
い
時
期
に
近
代
技
術
を
定
着
さ
せ
た
と
思
わ
れ
る
。

明
治
初
期
の
陸
軍
は
創
設
期
に
ふ
さ
わ
し
く
、
シ
ス
テ
ム
や
装
備
だ
け
で
な
く
、
新
技
術
の
採
用
及
び
普
及
徹
底
に
も
き
わ
め
て
熱
心
で

ま
と
め

前
掲
「
陸
軍
衛
生
制
度
史
』

同
右
、
四
五
七
’
四
八
○
頁

献黒
澤
嘉
幸
「
明
治
期
の
陸
軍
看
護
シ
ス
テ
ム
」
『
日
本
医
史
学
雑
誌
」
三
九
巻
四
号
、
五
二
三
’
五
四
二
、
一
九
九
三
（
平
成
五
年
）

陸
軍
軍
医
団
『
陸
軍
衛
生
制
度
史
」
四
八
一
’
四
八
四
頁
、
小
寺
昌
、
東
京
、
一
九
一
三
（
大
正
二
年
）

「
陸
軍
病
院
扶
卒
須
知
」
陸
軍
文
庫
、
一
八
七
五
（
明
治
八
年
）

太
田
雄
寧
「
看
護
心
得
」
島
村
利
助
、
東
京
、
一
八
七
七
（
明
治
十
年
）

ウ
ィ
リ
ァ
ム
・
ア
ン
デ
ル
ソ
ン
『
看
病
要
法
』
海
軍
省
医
務
局
、
一
八
七
九
（
明
治
十
二
年
）

安
藤
義
松
『
看
病
学
』
後
藤
良
太
郎
、
東
京
、
一
八
八
九
（
明
治
二
十
二
年
）

「
看
護
学
教
程
』
ｕ
本
赤
十
字
社
、
東
京
、
一
八
九
六
（
明
治
二
十
九
年
）

高
橋
政
子
『
日
本
近
代
看
護
の
夜
明
』
一
五
’
八
二
頁
、
医
学
言
院
、
一
九
八
九
（
平
成
元
年
）

前
掲
「
陸
軍
衛
生
制
度
史
」
四
五
七
’
四
七
七
頁

内
閣
記
録
局
『
法
規
分
類
大
全
』
四
七
巻
、
二
一
’
一
四
九
頁
、
原
書
房
、
東
京
、
一
九
七
七
（
昭
和
五
十
二
年
）

「
当
部
移
転
並
二
講
習
所
相
設
度
儀
二
付
伺
」
防
衛
研
究
所
戦
史
部
図
書
館
蔵

前
掲
「
陸
軍
衛
生
制
度
史
』
四
七
○
’
四
七
二
頁

（
所
沢
市
）
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TheTechniqueofArmyNursingintheMeijiperiod

byYoshiyukiKUROSAWA

ItwasinthenineteenthyearofMeijithatJapanintroducedthemodernnursingsystemfromEurope

onthenation-widelevel.ButtheJapanesearmyintroducedthenewnursingsystemfromthesixthyear

ofMeiji.Forthatreason,Istudiedwhetherthetechniqueofthearmynursingsystemwasmodernornot.

Sincethetechnicallevelofthenursingsystemisreprcsentedbytheteachingmethodsandtextbooks,I

studiedtheseaspectsoftheJapanesearmynursingsystem.

Astheresult,Iconfirmedthatthearmynursingsystemwasmodem.TheJapanesearmywasthe

firsttointroducethemodernnursingsystemfromEuropeinJapan.
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